
　

　　　

向田会計／YMS情報局
群馬県桐生市末広町6-10 MSﾋﾞﾙ２F

Tel 0277（45）2160 Fax 0277（45）2161

httpｓ：//www.mukaida-kaikei.co.jp

～顧問先のご紹介～

令和5年7月号

第263号

たま歯科クリニック 様 ～ ６／２ 玉村町に歯科がオープンしました！！～

相続について、お気軽にご相談ください。

一日３組の予約制です。

無 料 相 談 会

☎ 0277-45-2160

申告期限は

10ヶ月です

7/8㈯・22㈯
9時～12時 13時～17時

税理士法人向田会計
桐生市末広町6-10

歯も生体の一部であるため、口全体のバランスが崩れると

身体にも様々な悪影響を及ぼします。

私たちは、虫歯の治療から顎関節の異常まで

顎顔面領域における疾患を

総合的に診断、治療することを目指しています。

〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田58-1

TEL0270-65-6555

すでに始まっていることは前月号でお伝えした電子帳簿保存法。たくさんのお問合

せをいただきましたが、インボイス制度とも相まって、頭の中がゴチャゴチャになって

しまったのではないでしょうか。よく理解できていないところを煽り、電子帳簿保存法

にIT補助金を絡ませ不要なソフトまで売りつける行為が多発しています。

まずは、買ってしまう前に担当にご相談ください。御社にとって本当に必要なもの

かどうか会計の立場から一緒に考えます。
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❶必ず電子保管が必要なもの

・メールでやり取りした添付書類（例：請求書のやりとり等）

・Web送受信（例：カード利用明細、ETCカード利用明細等）

・インターネット（例：モノタロウ、アスクル等）

・FAXで紙に打ち出さず、直接PCで受信した書類

・EDI

・電子契約 など

➋紙でもスキャナ保存できるもの

・請求書や領収書といった取引関係書類

❸システムで一貫して作成し電子保存するもの

・国税関係帳簿（例：総勘定元帳、仕訳帳等）

・決算関係書類（例：貸借対照表、損益計算書等）

❸は当所の会計ソフトをご利用の方はクリアしています

電子取引の保存要件を３つ満たす

必ず満たすこと

【見読可能性】 → ディスプレイで整然と明瞭な状態で確認できればOK

【検索機能】 → 取引年月日、取引先名、取引金額で検索できる

下記から一つ満たすこと

【タイムスタンプ】 費用が掛かるが対応したシステムを入れる

【真実性の確保】 と労力は最少ですむ

【事務処理規定】 → 事務処理規定を作成する

事務処理規定は、国税庁のHPに

ひな形があります。 『国税庁 電子

帳簿保存法 事務処理規定』で検索

してみてください。

自社に合わせた、無理のない範囲

の規定を作成する

ことで、保存要件を

満たすことができ

ます。

よく分からない・・、なんでもいい・・

「結局、どれを選べば良いかが分からない。電子帳簿保存法がクリア

できて、コストも高くなければ何でもいい。」と言う方も多いのでは・・・

そんな方には、ご使用されている会計ソフト会社のサービスもあります。

TKC、ミロク情報サービス、BIZUP・・

請求書を作成すると自動で仕訳がおき売上管理ができるものや、とりあえず現在

の電子帳簿保存法をクリアするだけのものや千差万別です。

すべてに言えることは、クラウド上に書庫を借りるイメージとなりますので、毎月の

料金が発生します。容量によって高くなっていくところや、最低料金で最小限の電

子帳簿保存法をクリアできる点も全社同じです。

また、使っている会計ソフト会社でなくとも利用できますので、担当までお問合せく

ださい。
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